
公募型プロポーザル方式による審査結果一覧表 
 

公 表 項 目 内 容 

１ 契約名 上質なインバウンド受入環境促進事業 業務委託 

２ 審査年⽉⽇ 令和４年５⽉２５⽇ 

３ 総合評価の審査結果 企 画 提 案 業 者 名 総合点 

株式会社⽇本旅⾏甲府⽀店 ２２３ 

A 社 ２２２ 

B 社 ２１０ 

C 社 １７３ 

４ 契約方法 企画提案審査随意契約 

５ 落札者（契約者）の名称 株式会社⽇本旅⾏甲府⽀店 

６ 契約締結年⽉⽇ 令和４年６⽉１⽇（予定） 

７ 随意契約の理由及び根拠法令 

（企画提案審査方式の場合） 

本事業は、県内施設の外国人観光客受入環境の調査、実態リストの作成

を通じて、施設ごとに必要な対応の助⾔（カルテ配布）を⾏い、インバウ

ンド観光の再開に備えた意識醸成、環境整備の促進を図るとともに、海外

OTA 等へ情報提供を⾏うことを目的とするものである。 

本事業においては、多くの施設から実態調査の回答を得るとともに、イ

ンバウンド観光客が求める対応の助⾔を⾏い、インバウンド受入に向けた

意識の醸成及び環境整備の促進を図るほか、今後の海外からの誘客を促進

するため、効果的な情報発信を⾏う必要がある。 

このような業務を実施するためには、受託事業者において、インバウン

ド観光の受入環境整備や効果的な情報発信についての幅広い知⾒を有し、

効果的な事業実施ができること、県内施設や海外ＯＴＡ等とのネットワー

クを有していること等から、複数の事業者から提案を募り、その中から企

画内容が最も優れた者を契約の相手方として選定する方式によることが最

も適切である。 

よって、本事業については、「競争入札に適しないもの」（地方自治法施

⾏令第１６７条の２第１項第２号）に当たるものとして、随意契約（複数

の事業者から企画提案を提出させ、企画内容や業務遂⾏能⼒が最も⾼い事

業者を契約の相手方として選定するプロポーザル方式）によることとした

い。なお、プロポーザル方式を採⽤するため、「特別な理由」（財務規則第

１３７条第３項）により、⾒積もり合わせを省略する。 

８ 所属名 ⼭梨県観光⽂化部 観光振興課 

 


